
（
広
告
欄
）

第
５
次
御
代
田
町
長
期
振
興
計

画
住
民
説
明
会
を
開
催
し
ま
す

　

町
は
、
ど
の
よ
う
な
ま
ち
づ
く

り
を
進
め
て
い
く
か
、
ま
た
ど
ん

な
方
策
で
地
域
を
活
性
化
さ
せ
て

い
く
か「
長
期
振
興
計
画
」に
基
づ

い
て
事
業
な
ど
を
進
め
て
い
ま
す
。

　

現
在
作
成
中
の
、
平
成
28
年
度

か
ら
37
年
度
ま
で
の
10
年
間
を
計

画
期
間
と
し
た「
第
５
次
長
期
振

興
計
画
」原
案
に
つ
い
て
、
説
明

会
を
開
催
し
ま
す
。

　

ま
た
、
こ
の
原
案
に
対
す
る
パ

ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
を
募
集
し
て

い
ま
す
。
資
料
等
詳
細
に
つ
い
て

は
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
い

た
だ
く
か
、
役
場
企
画
財
政
課
窓

口
へ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

説
明
会
日
時

　

９
月
８
日（
火
）

　
　
　
　
　

午
後
７
時
か
ら

場
所

　

エ
コ
ー
ル
み
よ
た

 

あ
つ
も
り
ホ
ー
ル

　
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
期
限

　

９
月
25
日（
金
）

問
い
合
わ
せ
先

　

企
画
財
政
課
企
画
係（
内
線
54
）

申
請
を
お
忘
れ
な
く

臨
時
福
祉
給
付
金
・
子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金

　

消
費
税
率
の
引
き
上
げ
に
よ
る

住
民
税
非
課
税
者
と
子
育
て
世
帯

へ
の
影
響
を
緩
和
す
る
た
め
、
平

成
27
年
度
も「
臨
時
福
祉
給
付
金
」、

「
子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金
」

が
支
給
さ
れ
ま
す
。

　

支
給
対
象
者
に
は
、
町
か
ら
申

請
書
が
郵
送
さ
れ
ま
す
。
申
請
期

間
内
に
忘
れ
ず
に
申
請
し
て
く
だ

さ
い
。

【
臨
時
福
祉
給
付
金
】

対
象
者

　

平
成
27
年
１
月
１
日
時
点
で
御

代
田
町
に
住
民
登
録
が
あ
っ
た
方

で
、
住
民
税（
均
等
割
）が
課
税
さ

れ
て
い
な
い
方

※
住
民
税
が
課
税
さ
れ
て
い
る
方

に
扶
養
さ
れ
て
い
る
場
合
と
、
生

活
保
護
費
を
受
給
し
て
い
る
場
合

は
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

※
対
象
者
に
は
９
月
中
旬
に
申
請

書
を
郵
送
し
ま
す
。

申
請
期
間

　

９
月
16
日（
水
）

 

〜
12
月
16
日（
水
）

支
給
額

　

１
人
に
つ
き
６
、０
０
０
円

　
（
加
算
は
あ
り
ま
せ
ん
）

申
請
・
問
い
合
わ
せ
先

　

保
健
福
祉
課
福
祉
係

 

（
32
）６
５
２
２

【
子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金
】

対
象
者

　

平
成
27
年
５
月
31
日
時
点
で
御

代
田
町
に
住
民
登
録
が
あ
っ
た
方

で
、
平
成
27
年
６
月
支
払
分
の
児

童
手
当
を
受
給
し
た
方

※
児
童
手
当
の
所
得
制
限
限
度
額

以
上
で
特
例
給
付
を
受
給
し
て
い

る
方
は
、
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

※
対
象
者
に
は
６
月
に
申
請
書
を

郵
送
し
ま
し
た
。

申
請
期
間

　

６
月
16
日（
火
）

 

〜
９
月
16
日（
水
）

支
給
額

　

対
象
児
童
１
人
に
つ
き

　

３
、０
０
０
円

申
請
・
問
い
合
わ
せ
先

　

町
民
課
こ
ど
も
係

 

（
内
線
47
・
74
・
76
）

ご
注
意

・
平
成
27
年
度
は「
臨
時
福
祉
給

付
金
」と「
子
育
て
世
帯
臨
時
特
例

給
付
金
」の
ど
ち
ら
の
要
件
に
も

該
当
す
る
方
は
、
両
方
の
給
付
金

を
受
け
取
れ
ま
す
。
そ
の
場
合
、

両
方
の
給
付
金
に
つ
い
て
、
そ
れ

ぞ
れ
の
申
請
が
必
要
で
す
。

・
申
請
期
間
内
に
申
請
さ
れ
な
い

場
合
は
、
給
付
金
は
支
給
さ
れ
ま

せ
ん
。

　

多
子
世
帯
の
生
活
を
応
援
す
る

た
め「
な
が
の
子
育
て
家
庭
優
待

パ
ス
ポ
ー
ト
」の
協
賛
店
舗
で
商

品
購
入
や
サ
ー
ビ
ス
等
に
使
用
で

き
る
ク
ー
ポ
ン
券
を
発
行
し
ま
す
。

　

対
象
の
ご
家
庭
に
は
、
９
月
を

目
途
に
申
請
書
・
ご
案
内
等
を
お

送
り
し
ま
す
。

対
象
世
帯

　

基
準
日（
平
成
27
年
５
月
31
日
）

に
御
代
田
町
に
住
民
登
録
が
あ
り
、

平
成
９
年
４
月
２
日
以
降
生
ま
れ

の
子
ど
も
が
３
人
以
上
い
る
世
帯
。

配
布
金
額

　

１
人
あ
た
り
１
０
、０
０
０
円

　

 （
第
３
子
以
降
の
子
ど
も
の
数

に
応
じ
て
配
布
）

問
い
合
わ
せ
先

　

町
民
課
こ
ど
も
係

 

（
内
線
47
・
74
・
76
）

発
行
し
ま
す

多
子
世
帯
応
援
ク
ー
ポ
ン
券
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申
込
受
付

町
営
住
宅
入
居
待
機
者

病
児
・
病
後
児
の
保
育
に
つ
い
て

　

町
営
住
宅
へ
の
入
居
待
機
者
の

申
し
込
み
は
、
年
２
回（
３
月
・
９

月
）受
け
付
け
て
い
ま
す
。

　

今
回
の
申
し
込
み
は
、
平
成
27

年
10
月
か
ら
平
成
28
年
３
月
ま
で

の
間
に
退
居
者
が
あ
っ
た
場
合
に
、

そ
の
住
戸
へ
入
居
で
き
る
入
居
待

機
者
と
な
る
た
め
の
申
し
込
み
で

す
。

申
込
受
付
期
間

　

９
月
１
日（
火
）〜
18
日（
金
）

説
明
会（
抽
選
会
）

日
時　

９
月
29
日（
火
）

　
　
　

午
後
１
時
30
分
か
ら

場
所　

町
役
場
会
議
室

　

抽
選
に
よ
り
、
入
居
待
機
順
位

を
決
定
し
ま
す
。

募
集
住
宅

　

町
営
住
宅
桜
ケ
丘
団
地

申
込
資
格

・ 

町
内
に
居
住
、
ま
た
は
勤
務
地

を
有
す
る
方（
３
カ
月
以
上
）

・ 

現
に
同
居
し
て
い
る
方
、
ま
た

は
３
カ
月
以
内
に
同
居
す
る
親

族
が
い
る
方

・ 
現
に
住
宅
に
困
っ
て
い
る
こ
と

が
明
ら
か
な
方

　

病
児
病
後
児
の
保
育
と
は
、
児

童
が
病
気
の
治
療
中
又
は
回
復
期

に
あ
り
、
集
団
生
活
が
適
当
で
な

く
、
か
つ
、
保
護
者
の
や
む
を
得

な
い
事
情
に
よ
り
家
庭
で
保
育
の

で
き
な
い
場
合
、
専
用
の
保
育
室

で
看
護
師
等
の
専
門
ス
タ
ッ
フ
が

お
預
か
り
す
る
サ
ー
ビ
ス
で
す
。

【
実
施
施
設
】

・ 

病
後
児
保
育

　

佐
久
市
岸
野
保
育
園

・ 

病
児
保
育

　

佐
久
市
浅
間
総
合
病
院

【
対
象
児
童
】

　

町
内
に
居
住
す
る
１
歳
か
ら
小

学
校
就
学
前
ま
で
の
児
童
で
次
の

用
件
に
当
て
は
ま
る
場
合

・ 

保
育
所
等
に
入
所
し
て
お
り
、

病
気
の
治
療
中
又
は
回
復
期
に

あ
り
、
医
療
機
関
に
お
け
る
入

院
治
療
を
要
し
な
い
が
、
集
団

保
育
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な

い
児
童

・ 

保
育
所
等
は
利
用
し
て
い
な
い

が
、
保
護
者
の
勤
務
の
都
合
、

傷
病
、
事
故
、
冠
婚
葬
祭
等
の

理
由
に
よ
り
家
庭
で
の
保
育
が

困
難
で
、
病
気
の
治
療
中
又
は

回
復
期
の
た
め
、
一
時
保
育
が

利
用
で
き
な
い
児
童

・
収
入
が
一
定
額
以
下（
※
）の
方

・
町
税
等
の
滞
納
が
な
い
方

・ 

本
人
、
現
に
同
居
し
て
い
る
方
、

ま
た
は
同
居
し
よ
う
と
す
る
親

族
が
暴
力
団
員
で
な
い
方

※ 

収
入
金
額
の
算
定
は
、
扶
養
人

数
等
に
よ
り
変
動
し
ま
す
。
詳

し
く
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

　

建
設
水
道
課
都
市
計
画
係

 

（
内
線
75
・
39
）

団地名 建設年度 構造 規模 家賃（円）

桜ケ丘団地
H5～H14

中層耐火
3LDKY

21,300
～36,900

H13～H14 2LDKY
22,100
～33,000

LDK…居間兼食事室兼調理場
Y…浴室（浴槽、風呂釜付）

区分 時　　間 ３歳以上児 ３歳未満児

保
育
料

午前８時～正午 450円 1,000円

正午～午後４時 450円 1,000円

午後４時～６時 150円／１時間

給
食
費

日額400円（乳児用ミルク等を持参の場合は、
この限りではありません。）

◆利用料金◆

【
利
用
可
能
な
病
状
な
ど
】

・ 

熱
の
場
合

　

登
園
時
38
度
未
満

・ 

嘔
吐
・
下
痢
等

　

激
し
い
腹
痛
、
頻
繁
の
下
痢
・

嘔
吐
で
は
な
く
、
給
食
で
対
応
で

き
る
場
合

・ 

眼
科

　

伝
染
病
で
は
な
い
場
合

・ 
耳
鼻
科

　

診
療
情
報
提
供
書
が
あ
る
場
合

・ 

外
傷
の
場
合

　

骨
折
・
縫
合
が
必
要
な
怪
我
等

で
も
診
療
情
報
提
供
書
が
あ
る
場

合・ 

感
染
症
の
場
合

　

学
校
保
健
法
に
基
づ
く
も
の
で
、

急
性
期
を
過
ぎ
、
回
復
状
態
に

な
っ
た
場
合

※ 

お
子
さ
ん
の
状
況
に
よ
り
お
断

り
や
途
中
お
迎
え
を
お
願
い
す

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

【
利
用
定
員
】

　

各
施
設
と
も
、
原
則
１
日
４
名

【
利
用
で
き
る
日
時
】

　

月
曜
日
か
ら
金
曜
日

　

午
前
８
時
〜
午
後
６
時
ま
で

　

但
し
祝
日
・
年
末
年
始
は
除
く

【
利
用
方
法
】

① 

事
前
に
登
録
が
必
要
で
す
。
町

民
課
窓
口
に
登
録
申
請
書
を
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

② 

実
際
に
利
用
す
る
時
は
予
約
が

必
要
で
す
。
利
用
希
望
日
に
利

用
が
可
能
か
施
設
に
確
認
し
て

く
だ
さ
い
。

③ 

か
か
り
つ
け
医
の
診
察
を
受
け
、

「
診
療
情
報
提
供
書
」を
記
入
し

て
も
ら
っ
て
く
だ
さ
い
。

④ 

予
約
し
た
施
設
に
申
し
込
み
、

当
日
書
類（
申
込
書
、
診
療
情

報
提
供
書
）を
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先

　

町
民
課
こ
ど
も
係

 

（
内
線
47
・
74
・
76
）

御代田町役場 TEL0267(32)3111御代田町役場 TEL0267(32)3111
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